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【手続補正書】
【提出日】平成21年11月11日(2009.11.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の装置の近傍に存在する第２の装置によって提供されるサービスに前記第１の装置
によってアクセスする方法であって、
　前記第１の装置と、前記サービスの提供に適する前記第２の装置との間に接続を確立す
る前に、前記第1の装置の近傍の1つ以上の装置によって提供されるサービスを検索するた
めに無線要求メッセージを送信し、サービスに関する情報を含む無線応答メッセージを前
記第２の装置から受信し、要求されたサービスを前記第２の装置が提供するか否かを前記
無線応答メッセージに基づいて決定するステップと、
　前記第２の装置が前記要求されたサービスを提供する場合、前記第１の装置と前記第２
の装置との間に接続を確立するステップと、を含む方法。
【請求項２】
　前記無線要求メッセージの前記送信が、前記第１の装置又は前記第１の装置と通信して
いる装置によって前記無線要求メッセージを送信するステップを含むこと、を特徴とする
請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記無線応答メッセージが、前記第２の装置によって提供される少なくとも１つのサー
ビスを表す情報を含むこと、を特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　更に、
　前記第２の装置によって提供される少なくとも１つのサービスを表す情報を含む無線広
告メッセージを、前記無線要求メッセージを送信する前に受信するステップであって、前
記無線広告メッセージが前記無線応答メッセージよりも少ない情報を含んでいるもの、を
含む請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記無線要求メッセージが、前記第１の装置又は前記第１の装置と通信している装置に
よって、８０２．１１又は超広帯域プロトコルに従って送信されること、を特徴とする請
求項１記載の方法。
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【請求項６】
　前記無線要求メッセージが、少なくとも８０２．１１プローブメッセージの1部として
送信されること、を特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項７】
　更に、
　前記第２の装置によって提供される前記要求されたサービスに関連する情報を人間の認
知可能媒体上で前記第１の装置のユーザに対して提供するステップを含む請求項１記載の
方法。
【請求項８】
　前記第１の装置の近傍が、前記第１の装置の無線範囲によって、少なくとも部分的に定
義されること、を特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項９】
　更に、
　前記第２の装置が前記第１の装置の前記近傍内にあるか否かを決定するステップであっ
て、前記第１の装置の前記近接が前記第１の装置の無線範囲によって定義される領域より
も小さい領域に限定されるものと、
　前記第２の装置が前記第１の装置の前記近傍内にある場合、前記接続が確立されるもの
と、を含む請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　第１の装置と、要求されたサービスの提供に適する第２の装置との間に接続を確立する
前に、前記第1の装置の近傍の1つ以上の装置によって提供されるサービスを検索するため
に無線要求メッセージを、前記第１の装置によって送信し、サービスに関する情報を含む
無線応答メッセージを、第２の装置から受信し、前記要求されたサービスを前記第２の装
置が提供するか否かを前記無線応答メッセージに基づいて決定するステップと、
　前記第２の装置が前記要求されたサービスを提供する場合、前記第１の装置と前記第２
の装置との間に接続を確立するステップと、
を含むステップを実行するための計算機実行可能命令を記憶する計算機可読記憶媒体。
【請求項１１】
　前記無線要求メッセージの前記送信が、前記第１の装置又は前記第１の装置と通信して
いる装置から前記無線要求メッセージを送信するステップを含むこと、を特徴とする請求
項１０記載の計算機可読記憶媒体。
【請求項１２】
　前記無線応答メッセージが、前記第２の装置によって提供される少なくとも１つのサー
ビスを表す情報を含むこと、を特徴とする請求項１０記載の計算機可読記憶媒体。
【請求項１３】
更に、
　前記第２の装置によって提供される少なくとも１つのサービスを表す情報を含む無線広
告メッセージを、前記無線要求メッセージを送信する前に受信するステップであって、前
記無線広告メッセージが、前記無線応答メッセージよりも詳細でない少なくとも１つのサ
ービスを表す情報を含むものと、を含むステップを実行するための計算機実行可能命令を
有する請求項１０記載の計算機可読記憶媒体。
【請求項１４】
　前記無線要求メッセージが、前記第１の装置又は前記第１の装置と通信している装置に
よって、８０２．１１又は超広帯域プロトコルに従う無線で送信されること、を特徴とす
る請求項１０記載の計算機可読記憶媒体。
【請求項１５】
　前記無線要求メッセージが、８０２．１１プローブメッセージの少なくとも一部として
送信されること、を特徴とする請求項１４記載の計算機可読記憶媒体。
【請求項１６】
　更に、
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　前記要求された前記第２の装置によって提供されるサービスに関連する情報を人間の認
知可能媒体上に前記第１の装置のユーザに対して提供することを含むステップを実行する
ための計算機実行可能命令を記憶する請求項１０記載の計算機可読記憶媒体。
【請求項１７】
　更に、
　前記第２の装置が前記第１の装置の近傍内に存在するか否かを決定するステップであっ
て、前記第１の装置の近接が前記第１の装置の無線範囲によって定義される領域より小さ
い領域に限定されるものと、
　前記第２の装置が前記第１の装置の近傍内に存在する場合、前記接続が確立されるもの
と、を含むステップを実行するための計算機実行可能命令を記憶する請求項１０記載の計
算機可読記憶媒体。
【請求項１８】
　第１の装置と、サービスの提供に適する第２の装置との間に接続を確立する前に、前記
第２の装置が要求されたサービスを提供するか否かを検出するための無線要求メッセージ
を、第１の装置から第２の装置において受信し、前記第２の装置が前記要求されたサービ
スを提供するか否かを決定し、前記要求されたサービスが前記第２の装置によって提供さ
れる場合、前記要求されたサービスに関する無線応答メッセージを前記第１の装置に送信
するステップと、
　前記第１の装置からの接続要求に応答し、前記第１の装置と前記第２の装置との間に接
続を確立するステップと、
を含むステップを実行するための計算機実行可能命令を記憶する計算機可読記憶媒体。
【請求項１９】
　前記無線応答メッセージの前記送信が、前記第２の装置又は前記第２の装置と通信して
いる装置によって前記無線応答メッセージを送信するステップを含むこと、を特徴とする
請求項１８記載の計算機可読記憶媒体。
【請求項２０】
　前記第１の装置からの前記無線要求メッセージの前記受信が、前記第１の装置と通信し
ている装置から無線要求メッセージを受信するステップを含むこと、を特徴とする請求項
１８記載の計算機可読記憶媒体。
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